
令和５年３月２７日 

新ひだか町議会議長 福 島 尚 人 様 

 

厚生経済常任委員会委員長 城 地 民 義 

（公印省略） 

 

委 員 会 調 査 報 告 書 

会議規則第７３条の規定に基づく所管事務調査について、調査の結果を次のとおり

会議規則第７７条の規定により報告します。 

記 

１ 調査事項 

地域医療と新ひだか町立病院のあり方について 

 

２ 調査の経過 

期日等  調査の内容等 備 考 

R4.7.15 会議規則第 73 条に基づく所管事務調査通知書提出 期 間 R4.7.15 ～

R5.3.31 

R4.7.26 所管事務調査の調査事項の確認について  

R4.8.8 公立病院経営強化ガイドライン策定及び町立病院の現

状と病院経営強化プランの策定状況等について 

所管課への聞き取

り調査 

R4.8.25 町立病院の現状と病院経営強化プランの策定状況資料

２について、及び「類似自治体病院経営決算状況の調

査」 

所管課への聞き取

り調査、 

委員会独自調査 

R4.10.18 町の新公立病院改革プラン町民説明会での各６地区の

意見要旨について調査 

委員会独自調査 

R4.11.30 町新公立病院改革プラン（案）に対するパブリックコ

メント意見と町の考え方及び住民説明会での意見と町

の回答等について調査 

所管課への聞き取

り調査 

R5.1.26 町新公立病院改革プラン等についての調査（前回委員

会の質問事項等）及び「先進地町立病院の基本構想に

ついて調査」 

所管課への聞き取

り調査 

委員会独自調査 

R5.2.16 町新公立病院改革プラン等についての調査（前回委員

会質問事項の訪問診療・往診提供の範囲について） 

所管課への聞き取

り調査 

R5.2.27 委員会調査報告についての協議  

R5.2.28 ～

3.27 

委員会調査報告のまとめ  



期日等  調査の内容等 備 考 

R5.3.27 委員会調査報告書（案）について  

R5.3.27 委員会調査報告書提出 会議規則第 77条 

 

 

３ 調査の結果等 

地域医療と新ひだか町立病院のあり方については、令和元年１０月に

「病院事業経営改善基本方針」を作成し、令和３年度より「新公立病院改

革プラン」策定を進めているが、診療報酬の改定や医師不足など、医療を

取り巻く環境が厳しいとされる中、町民にとって安心できる今後の医療体

制を見据える必要があることから、課題・問題を検証し、町立病院の果た

すべき役割と運営形態や将来展望がどうあるべきかなどの方向性につい

て調査するため、国や道が進める基本的な調査・研究資料としての総務省

作成の公立病院経営強化ガイドライン及び北海道地域医療構想の概要と

新ひだか町立病院の現状と病院経営強化プランの策定状況（令和４年８

月）等について調査した。 

また、地域医療を守るためには、地域医療機関の連携や広域的な取り組

みが重要であるため、新ひだか町及び 2 次医療圏域の医療提供体制の現状

調査や町の新公立病院改革プラン(案)に係る将来に向けた方向性について

の町民説明会各６地区の意見要旨について独自調査のうえ確認するとと

もに、町新公立病院改革プラン（案）のパブリックコメント意見と町の考

え方や住民説明会での意見に対する町の回答を資料により調査をする一

方、質問事項のうち、今後検討するとした未決保留分は段階的に整理整頓

し説明するよう求めた。 

さらに、独自調査として道内の類似公立病院の経営状況を把握するため

令和２年度経営状況比較調査表に基づき、３４市町村病院経営状況の概要

の分析実態調査をするとともに、類似人口規模で病院運営のない自治体に

おける民間病院・クリニック医療機関数等の実態調査と先進町立病院の資

料に基づく基本構想等の取組みなどの現状について調査したので報告し

ます。 

 

なお、公立病院経営強化プラン（名称変更）の現状での策定状況を踏ま

え、同プランを基に地域医療と新ひだか町立病院のあり方についての今後

の医療体制の課題・問題点を調査のうえ、類似自治体の病院運営実態を調

査するなど、町立病院の果たすべき役割と運営形態やあるべき将来展望な

どの方向性について、次年度も調査・研究を継続することとしたい。 

 

 


